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第１章 途上国における適応対策への我が国企業の貢献可能性の調査 

 

１－１．公募概要・結果 

本事業では、気候変動の脆弱性が特に高い国を対象に、我が国企業等による優れた技術等をも

とにした気候変動の影響に対応する適応分野での貢献の実現可能性に関する調査（以下、「適応

F/S」という。）を実施した。 

適応 F/S に関する公募は、平成 26 年 7 月 18 日から 8 月 15 日の期間において実施し、全国の

団体・コンソーシアムから応募を得た。外部有識者による審査委員会において厳正な審査を実施

し、5 件を採択した。（図表１） 

 

図表・1 適応 F/S公募結果 

事業者名（代表企業） プロジェクト名 

会宝産業株式会社 会宝リサイクル農機レンタルビジネス 

川崎地質株式会社 
タイ国における気候変動に伴う土砂災害の増加に対する防

災・減災事業と大メコン圏諸国への適用 

株式会社 PEARカーボン 

オフセットイニシアティブ 
モルディブ共和国における有機性廃棄物コンポスト化事業 

フロムファーイースト株式会社 森の叡智プロジェクト 

株式会社ユーグレナ 
バングラデシュ国塩害地域での緑豆高品質栽培の事業化可能

性調査 

 

１－２．各Ｆ／Ｓの実施結果 

公募により選定を受けた事業者は、公募選定後の契約後、平成 27 年 2 月までの期間において

F/S の実施を行った。なお、F/S の実施内容は、各企業による調査報告書に記載されている。 
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第２章 政策課題の抽出・検討等 

 

２－１．F/Sの実施に関する委員会による検討（適応委員会） 

本事業で実施する F/S の成果を高めていくため、外部有識者による「適応委員会」を設置し、

F/S 実施者の状況を踏まえ、専門的見地から F/S 実施者にアドバイスを行うとともに、政策的に

対応すべき課題の抽出を行った。研究会の委員は学識者、開発機関、金融機関等の有識者により

構成した。（図表 2） 

本委員会を通じて、各委員からは、所属機関や、諸外国のカウンターパート機関の適応を巡る取

組の経緯や動向を踏まえ、求められる政策の方向性について議論・示唆を得るとともに、各委員

の経験や知見を踏まえ、各 F/S 実施事業者の事業化の実現やより意義深い調査の実施に向けてア

ドバイスや示唆を得た。 

 

図表・2 経済産業省 適応委員会のアジェンダ 

 アジェンダ 

第 1 回委員会 

（11 月 21 日） 

 委員会の目的及び位置付けの説明 

 過年度報告書の紹介 

 平成 26 年度「途上国における適応対策への我が国企業の貢献可視化に向

けた実現可能性調査事業」の採択プロジェクトの紹介 

第 2 回委員会 

（12 月 19 日①） 

 F/S 実施者による中間報告 

 川崎地質 

 PEAR カーボンオフセット・イニシアティブ 

 ユーグレナ 

第 3 回委員会 

（12 月 19 日②） 

 F/S 実施者による中間報告 

 会宝産業 

 フロムファーイースト 

第 4 回委員会 

（2 月 23 日） 

 F/S 実施者による最終報告 

 川崎地質 

 PEAR カーボンオフセット・イニシアティブ 

 ユーグレナ 

 フロムファーイースト 

 会宝産業 

 

２－２．政策課題の抽出 

１）我が国企業の途上国における適応分野に関する政策課題 

経済産業省 適応委員会における議論を通して、我が国企業の途上国における適応分野の発展

に向けては、（１）我が国における適応ビジネスに関する概念の普及、（２）我が国企業における

適応ビジネスに関する意識の醸成、（３）F/S 採択案件に関する対象国政府との連携基盤の構築、

が重要であるという課題認識と、それぞれに対する対応策案が挙げられた。（図表 3） 
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図表・3 適応委員会において挙げられた政策課題と対応策案 

 

（１）我が国における適応ビジネスに関する概念の普及 

本事業の適応委員会において指摘されたのが、 “適応”の概念周知の必要性である。適応は比

較的新しい概念であるため、世間一般および事業者における認知度は未だ高くない。特に、適

応 F/S においても、これまで東京でのみ説明会を実施しており、シンポジウムも東京でのみの

開催であった。他方で、外務省・JICA によって推進されている「ODA を活用した中小企業等

の海外展開支援」を見ても、地方において途上国の課題解決に寄与する技術を有する企業が多

く存在するのが、世界における日本の強みだともいえる。そのため、今後は適応ビジネスの概

念と適応 F/S に関する周知活動を地方の主要都市を含めて実施していくことが必要だと考えら

れる。また、適応委員会の出席者からはそうした周知活動の際に、日本政府機関の既存地方拠

点との連携による周知活動の効率化が必要だとの助言も受けており、今後適応ビジネスの周知

活動に対する体制構築も必要になってくると考えられる。 

 

（２）我が国企業における適応ビジネスに関する意識の醸成 

上記に加え課題とされたのが、適応ビジネスに関する我が国企業の意識の醸成である。適応

ビジネスは新しい概念であり、現在世界的に確立された定義が存在していない。そのため、適

応ビジネスに取り組む我が国企業の数は現状において限定的であり、多くの我が国企業におい

て適応ビジネスに取り組もうとする意識が低い状況にある。そのため、適応ビジネスを再定義

することによって、我が国企業が各社の実態に即して経営課題と適応ビジネスのつながりを理

解できるように促すことが必要となる。 

これまで適応 F/S においては、適応ビジネスを「気候変動のぜい弱性が特に高い国を対象に、

我が国企業によるすぐれた技術等をもとにした気候変動の影響に対応する適応分野での企業と

しての事業を通じた貢献を実現するもの」と定義し、主に新規事業の創出を支援してきた。他

方で、企業の活動がグローバル化する中で、既存の事業を推進する上で気候変動の影響を受け

ることが多くなってきており、こうした観点から適応対策を実施する企業も増えてきている。

そのため、各国の NAPA における重点課題は重視するものの、その課題解決に寄与するのであ

れば、既存事業の改善による取り組みを適応ビジネスに含めた方が、より実態に即していると

考えられる。こうした観点から、適応ビジネスを再定義することで、我が国企業の意識を醸成

し、結果として企業と適応ビジネスとの接点を増加させるとともに、企業活動を通じた適応対

策効果の増大を促していくことが必要だと考えられる。（図表 4） 

政策課題 対応策 対応策概要 

我が国における適応ビジ

ネスに関する概念の普及 

適応ビジネスの周知活

動に関する対象範囲の

拡大 

東京だけではなく、地方の主要都市を対象

とした周知活動を日本政府機関の既存地方

拠点と連携して推進する 

我が国企業における適応

ビジネスに関する意識の

醸成 

適応ビジネスの再定義 

適応ビジネスの再定義によって、我が国企

業が各社の実態に即して経営課題と適応ビ

ジネスのつながりを理解できるように促す 

F/S 採択案件に関する現

地政府との連携基盤の構

築 

F/S 採択案件と適応課

題との関係強化 

F/S採択案件と各国のNAPAの関係をより

明確にするとともに、現地政府の既存活動

との連携を強める 
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図表・4 適応ビジネスの再定義に関する考え方 

 

 

（３）F/S採択案件に関する現地政府との連携基盤の構築 

F/S 採択案件による適応対策効果を高めて行くためには、現地政府との連携が必須であり、

そのために現地政府の既存活動との連携機会を増加させていく必要がある。 

他方で、適応委員会においては、適応という概念が広いがゆえに、F/S 採択案件によって解

決が試みられている課題が気候変動の影響によるものなのか、そうではない社会課題・開発課

題なのかが判別しにくいという問題が指摘された。適応 F/S の審査時には、国際機関、もしく

は各国政府機関によって、対象となる課題が適応課題だと示唆されているかどうかを審査の要

件に加えているものの、各委員の見解によって解釈が異なる場合も存在した。 

そのため、今後 F/S 採択案件と現地政府との連携基盤を構築していくためにも、現地政府の

NAPA に示された重点課題やそれに係る既存活動と F/S 採択案件との関係を現状よりも更に強

化することが必要である。具体的には、F/S 公募時においては、日本政府の政策上の観点、脆

弱性の高さ、NAPAの制定状況等から適応 F/Sの勧奨国を設定し、その上で各国におけるNAPA

の重点課題を提示した上で、それに係る F/S 事業のみを採択するという改善が考えられる。ま

た、F/S 採択案件の進捗状況に応じて、現地政府との連携基盤や現地関連組織との連携機会の

創出を F/S 事業内の必須調査項目とすることが必要になると考えられる。 

なお、適応 F/S の勧奨国の設定においては、①特に脆弱性が高い国々への対応、②我が国政

府と JCM 制度文書を採択済みの国に対する適応・緩和両面からの対応、③各国の NAPA の制

定状況、といった三つの視点から行っていくことが望ましいと考えられる。（図表 5） 

 

 

 

 

 

 

新規ビジネスの創出
既存ビジネスの強化

（リスク削減・付加価値向上）

企業の視点

現地政府の視点

適応ビジネス

国別適応行動計画（ＮＡＰＡ:
National Adaptation Programmesof 

Action）における重点分野への対応
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図表・5 適応 F/S の勧奨国の設定における三つの視点 

 

 

 

 

①特に脆弱性が高い国々への対応 

一つ目の視点は、特に脆弱性が高い国々への対応という視点である。世界中で特に脆弱性が

高い国々は、アジア地域・アフリカ地域の国々と島嶼国だと言える。実際に、maplecroft 社が

公表している各国の脆弱性に対する評価結果である Climate Change Vulnerability Indexにつ

いて、2010～2015年の 6年間で上位 10位に入った国をみると、アフリカ地域の国が最も多く、

ついでアジア地域の国が多くなっている。（図表 6） 

 

図表・6 maplecroft 社 Climate Change Vulnerability Index による脆弱性のランキング 

 

出所：Maplecroft社 Climate Change Vulnerability Index を元に NRI 作成 

 

 また、この 6 年間で複数回上位 10 位以内になった国を抽出すると、合計 16 カ国が抽出さ

れる。（図表 7）これらの国々は、短期的に脆弱性が高かったわけではないため、世界の中で特

に脆弱性が高い国々だということができる。従って、これらの国々が勧奨国の候補となりうる

と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

適応F/Sの勧奨国

各国のNAPAの制定状況

特に脆弱性が高い国々への対応
我が国政府とJCM制度文書を採択

済みの国に対する適応・緩和両面
からの対応

2009/2010 2011 2012 2013※ 2014 2015
1 ソマリア バングラデシュ ハイチ バングラデシュ（ダッカ） バングラデシュ バングラデシュ
2 ハイチ インド バングラデシュ マニラ（フィリピン） ギニアビサウ シエラレオネ
3 アフガニスタン マダガスカル ジンバブエ バンコク（タイ） シエラレオネ 南スーダン
4 シエラレオネ ネパール シエラレオネ ヤンゴン（ミャンマー） ハイチ ナイジェリア
5 ブルンジ モザンビーク マダガスカル ジャカルタ（インドネシア） 南スーダン チャド
6 ギニア フィリピン カンボジア ホーチミン（ベトナム） ナイジェリア ハイチ
7 ルワンダ ハイチ モザンビーク コルカタ（インド） コンゴ民主共和国 エチオピア
8 ガンビア アフガニスタン コンゴ民主共和国 ムンバイ（インド） カンボジア フィリピン
9 チャド ジンバブエ マラウイ チェンナイ（インド） フィリピン 中央アフリカ
10 ナイジェリア ミャンマー フィリピン ラゴス（ナイジェリア） エチオピア エリトリア

2013年のみ都市別ランキング
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図表・7 特に脆弱性が高い国々 

6 年間で

10 位以内

になった

回数 

対象国名 

（アフリカ） 

対象国名 

（アジア） 

対象国名 

（島嶼国） 

5 回 ― フィリピン、バングラデシュ ハイチ 

4 回 シエラレオネ、ナイジェリア   

3 回 ― ― ― 

2 回 

エチオピア、コンゴ民主共和

国、ジンバブエ、チャド、マダ

ガスカル、南スーダン、モザン

ビーク 

アフガニスタン、インド、カンボ

ジア、ミャンマー 
― 

出所：Maplecroft社 Climate Change Vulnerability Index を元に NRI 作成 

 

②我が国政府と JCM制度文書を採択済みの国に対する適応・緩和両面からの対応 

二つ目の視点は、我が国政府と JCM 制度文書を採択済みの国に対する適応・緩和両面から

の対応という視点である。我が国政府においては、2011 年から途上国と JCM（二国間クレジ

ット制度）に関する協議を行ってきており、2015 年 3 月時点において、モンゴル、バングラデ

シュ、エチオピア、ケニア、モルディブ、ベトナム、ラオス、インドネシア、コスタリカ、パ

ラオ、カンボジア、メキシコと JCM に係る二国間文書に署名をしている。また、モンゴル、

バングラデシュ、エチオピア、ケニア、モルディブ、ベトナム、ラオス、インドネシア、パラ

オ、カンボジアとの間で、それぞれ合同委員会を開催している。 

気候変動への対応という観点においては、緩和と適応の両側面に対応していくことが国際的

に求められている中で、我が国政府が既に緩和領域において協力関係にある国々を適応におい

ても勧奨国とすることが総合的に気候変動へと対応していく上では重要だと考えられる。従っ

て、これらの国々が勧奨国の候補となりうると考えられる。 

 

③各国の NAPAの制定状況 

三つ目の視点は、各国の NAPA の制定状況という視点である。現在、世界中で気候変動の影

響により、多くの社会課題が発生・拡大している。他方で、委員から指摘された通り、その社

会課題が気候変動の影響によるものなのか、そうではない社会課題なのかが判別しにくいとい

う問題が存在する。そのため、世界各国で自国における気候変動を起因とする社会課題の特定

と対応する際の優先順位付けが必要となってくる。NAPA においては、まさにその社会課題の

特定と優先順位づけがなされるため、NAPA に記載された重点項目へ優先的に対応し、脆弱性

の改善を図ることが望ましいと考えられる。他方で、NAPA の未制定国においては、適応 F/S

ではなく、我が国政府のその他の施策を用いて NAPA の作成支援を行うことが望ましいと考え

られる。（図表 8） 
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図表・8 適応 F/S の勧奨国の設定における三つの視点 

 

 

 

 なお、NAPA の制定状況や、そこに記載された内容の要約に関しては、UNFCCC がウェ

ブサイト上にリストを掲載しており、2015 年 3 月時点で 50 カ国の NAPA が掲載されている。 

 

④適応 F/Sにおける勧奨国候補 

以上の三つの視点から、適応 F/S の勧奨国候補を整理する。まず、「特に脆弱性が高い国々」

において、NAPA が制定されている国は、合計 12 カ国存在する。（図表 9） 

 

図表・9 特に脆弱性が高い国々における NAPA 制定状況 

 特に脆弱性が高い国々 NAPA 制定状況 

1 アフガニスタン ○ 

2 インド × 

3 エチオピア ○ 

4 カンボジア ○ 

5 コンゴ民主共和国 ○ 

6 シエラレオネ ○ 

7 ジンバブエ × 

8 チャド ○ 

9 ナイジェリア ○ 

10 ハイチ ○ 

11 バングラデシュ ○ 

12 フィリピン × 

13 マダガスカル ○ 

14 南スーダン × 

15 ミャンマー ○ 

16 モザンビーク ○ 

 

NAPAの未制定国

NAPAの制定国

適応F/Sの実施による
NAPAの重点項目に対応した
適応ビジネスを通じた貢献

日本政府のその他の施策を通じた
NAPAの作成支援

比較的脆弱性が低い国

脆弱性が高い国

脆弱性の改善

NAPAの制定を通じた
適応への意識醸成
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また、我が国政府と JCM 制度文書を採択済みの国において、NAPA が制定されている国は、

合計 5 カ国存在する。（図表 10） 

 

図表・10 適応 F/S の勧奨国の設定における三つの視点 

 

 我が国政府と JCM 制度文書を採択済みの国 NAPA制定状況 

1 モンゴル × 

2 バングラデシュ ○ 

3 エチオピア ○ 

4 ケニア × 

5 モルディブ ○ 

6 ベトナム × 

7 ラオス ○ 

8 インドネシア × 

9 コスタリカ × 

10 パラオ × 

11 カンボジア ○ 

12 メキシコ × 

 

結果として、重複国を除いた合計 14 カ国が適応 F/S における勧奨国候補だと考えられ、各国

における NAPA に記載された重点項目が適応ビジネスにおける現地のニーズだと考えられる。

（図表 11） 

 

図表・11 適応 F/S における勧奨国候補 

 適応 F/S における勧奨国候補 

アジア アフガニスタン、カンボジア、ラオス、バングラデシュ、ミャンマー（5 カ国） 

アフリカ 
エチオピア、コンゴ民主共和国、シエラレオネ、チャド、ナイジェリア、マダ

ガスカル、モザンビーク（7 カ国） 

島嶼 ハイチ、モルディブ（2 カ国） 

 

以下に、各国の NAPA における重点項目である優先プロジェクトの例として、カンボジア、

バングラデシュの例を記載する。（図表 12-13） 

 

図表・12 カンボジアの NAPA における優先プロジェクト 

 

 NAPA における優先プロジェクト 

1 Rehabilitation of a Multiple Use Reservoir in Takeo Province 

2 Rehabilitation of Multiple Use Dams in Takeo and Kampong Speu Provinces 

3 Community and Household Water Supply in Coastal Provinces 

4 Development and Rehabilitation of Flood Protection Dykes 

5 Rehabilitation of Upper Mekong and Provincial Waterways 
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6 Rehabilitation of Multiple-Use Canals in Banteay Meas District, Kampot Province 

7 Vegetation Planting for Flood and Windstorm Protection 

8 Strengthening of Community Disaster Preparedness and Response Capacity 

9 Water Gates and Water Culverts Construction 

10 Safer Water Supply for Rural Communities 

11 Development and Improvement of Small-Scale Aquaculture Ponds 

12 Promotion of Household Integrated Farming 

13 Rehabilitation of Coastal Protection Infrastructure 

14 Development and Improvement of Community Irrigation Systems 

15 Community Mangrove Restoration and Sustainable Use of Natural Resources 

16 
Community Based Agricultural Soil Conservation in Srae Ambel District, Koh Kong 

Province 

17 Production of Biopesticides 

18 Development of Healthcare Centres and Posts 

19 Provision of Safe Water in High Risk Malaria Regions 

20 Malaria Education and Mosquito Habitat Clearance Campaigns 

出所：ROYAL GOVERNMENT OF CAMBODIA” NATIONAL ADAPTATION 

PROGRAMME OF ACTION TO CLIMATE CHANGE (NAPA)” 

 

図表・13 バングラデシュの NAPA における優先プロジェクト 

 

 NAPA における優先プロジェクト 

1 
Reduction of climate change hazards through Coastal afforestation with community 

participation. 

2 
Providing drinking water to coastal communities to combat enhanced salinity due to 

sea level rise. 

3 

Capacity building for integrating Climate Change in planning, designing of 

infrastructure, conflict management and land-water zoning for water management 

institutions. 

4 

Climate change and adaptation information dissemination to vulnerable community 

for emergency preparedness measures and awareness raising on enhanced climatic 

disasters. 

5 
Construction of flood shelter, and information and assistance centre to cope with 

enhanced recurrent floods in major floodplains. 

6 
Mainstreaming adaptation to climate change into policies and programmes in different 

sectors (focusing on disaster management, water, agriculture, health and industry). 
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7 
Inclusion of climate change issues in curriculum at secondary and tertiary educational 

institution. 

8 
Enhancing resilience of urban infrastructure and industries to impacts of climate 

change 

9 

Development of eco-specific adaptive knowledge (including indigenous knowledge) on 

adaptation to climate variability to enhance adaptive capacity for future climate 

change. 

10 
Promotion of research on drought,flood and saline tolerant varieties of crops to 

facilitate adaptation in future. 

11 Promoting adaptation to coastal crop agriculture to combat increased salinity. 

12 
Adaptation to agriculture systems in areas prone to enhanced flash flooding–North 

East and Central Region. 

13 
Adaptation to fisheries in areas prone to enhanced flooding in North East and Central 

Region through adaptive and diversified fish culture practices. 

14 
Promoting adaptation to coastal fisheries through culture of salt tolerant fish special 

in coastal areas of Bangladesh 

15 Exploring options for insurance to cope with enhanced climatic disasters. 

出所：Ministry of Environment and Forest Government of the People’s Republic of 

Bangladesh”National Adaptation Programme of Action (NAPA)” 

 

本年度の適応 F/S においては、この二カ国に関連した案件として、カンボジアを対象国とした

プロジェクトとして、フロムファーイースト株式会社による「森の叡智プロジェクト」、バングラ

デシュを対象国としたプロジェクトとして、株式会社ユーグレナによる「バングラデシュ国塩害

地域での緑豆高品質栽培の事業化可能性調査」が存在する。「森の叡智プロジェクト」は、カンボ

ジアの NAPA における優先プロジェクトである「7：Vegetation Planting for Flood and 

Windstorm Protection」と「12：Promotion of Household Integrated Farming」に、「バングラ

デシュ国塩害地域での緑豆高品質栽培の事業化可能性調査」は「11：Promoting adaptation to 

coastal crop agriculture to combat increased salinity.」に合致する。そのため、これらの案件は

現地政府の適応に関する認識やその優先順位と合致していることから、今後 F/S 採択案件と現地

政府との連携基盤の構築を円滑に進めて行くことができると考えられる。 

 

２）適応に関する世界動向と日本政府の方針 

 

（１）適応に関する世界動向 

本年度の適応に関する世界動向のうち、本事業に関連して注目すべき動向としては、①気候変

動に関する政府間パネル（IPCC）第 5 次評価報告書の統合報告書公表、②国際気候変動枠組み条

約第 20 回締結国会議（COP20）の開催、③国連環境計画（UNEP）「適応ギャップ報告書」（UNEP 

Adaptation Gap Report）の発表、④世界適応ネットワーク(GAN)第 1 回フォーラムの開催、⑤

UNFCCC 適応委員会第 2 回適応フォーラムの開催、⑥第 3 回国連防災世界会議の開催の６つが
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あげられる。 

 

①気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第 5次評価報告書の統合報告書公表 

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第 5 次評価報告書の統合報告書公表においては、第 4

次評価報告書では示されなかった適応策の整理、適応策の有無による気候変動リスクの変化に関

する評価や 2050 年の途上国における気候変動影響への適応のための費用の推計が示され、適応

策・緩和策の双方の推進が必要であることが改めて提示された。 

第 5 次評価報告書では、複数の分野や地域にわたる主要なリスクとして、8 つのリスクが記載

されている。この主要なリスクとは、国連気候変動枠組条約第 2 条で言及されている「気候シス

テムに対する危険な人為的干渉」に関連する潜在的に深刻な影響のことであり、これらの 8 つの

主要なリスクは、いずれも確信度は高いと特定され、複数の分野や地域に及ぶリスクである。（図

表 14） 

 

図表・14 主要な 8 つのリスク 

1 
高潮、沿岸域の氾濫及び海面水位上昇による、沿岸の低地並びに小島嶼開発途上国及びその

他の小島嶼における死亡、負傷、健康障害、生計崩壊のリスク。 

2 いくつかの地域における内陸洪水による大都市住民の深刻な健康障害や生計崩壊のリスク。 

3 
極端な気象現象が、電気、水供給並びに保健及び緊急サービスのようなインフラ網や重要な

サービスの機能停止をもたらすことによるシステムのリスク。 

4 
特に脆弱な都市住民及び都市域又は農村域の屋外労働者についての、極端な暑熱期間におけ

る死亡及び罹病のリスク。 

5 
特に都市及び農村におけるより貧しい住民にとっての、温暖化、干ばつ、洪水、降水の変動

及び極端現象に伴う食料不足や食料システム崩壊のリスク。 

6 

特に半乾燥地域において最小限の資本しか持たない農民や牧畜民にとっての、飲料水及び灌

漑用水の不十分な利用可能性、並びに農業生産性の低下によって農村の生計や収入を損失す

るリスク。 

7 
特に熱帯と北極圏の漁業コミュニティにおいて、沿岸部の人々の生計を支える、海洋・沿岸

生態系と生物多様性、生態系の財・機能・サービスが失われるリスク。 

8 
人々の生計を支える陸域及び内水の生態系と生物多様性、生態系の財・機能・サービスが失

われるリスク。 

出所：環境省「IPCC 第 5 次評価報告書の概要-第 2 作業部会（影響、適応、及び脆弱性）-」 

 

 こうしたリスクに対して、第 5 次評価報告書では、気候変動リスクマネジメントの手法の整

理を行っている。（図表 15） 
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図表・15 第 5 次評価報告書における気候変動リスクマネジメントの手法の整理 

 

出所：環境省「気候変動 2014 影響、適応及び脆弱性 政策決定者向け要約」 
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 また、第 5 次評価報告書においては、農業、生物多様性、沿岸地域、水資源管理といった主要な

セクターごとに適応策の考え方と主要な適応策を整理している。（図表 16） 

 

図表・16 第 5 次評価報告書におけるセクターごとの主要な適応策の整理 

 

出所：IPCC”Climate Change 2014 Synthesis Report” 

  

さらに、第 5 次評価報告書の特徴としては、地域毎の主要な気候変動の影響と、適応策を整理して

いるということがあげられる。各地域に共通する主要な気候変動の影響としては、「雪・氷、河川・湖、

洪水・干ばつ」、「陸域生態系」、「海岸浸食・海洋生態系」、「食料生産・生計」における影響が整理さ

れている。次頁から、特に脆弱性が高い地域として、アフリカ・アジア・島嶼の 3 地域における主要

な気候変動の影響を紹介する。（図表 17-19） 
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図表・17 アフリカにおける主要な気候変動の影響 

 

出所：環境省「気候変動 2014 影響、適応及び脆弱性 政策決定者向け要約」 

図表・18 アジアにおける主要な気候変動の影響 

 
出所：環境省「気候変動 2014 影響、適応及び脆弱性 政策決定者向け要約」 

図表・19 島嶼における主要な気候変動の影響 

 

出所：環境省「気候変動 2014 影響、適応及び脆弱性 政策決定者向け要約」 
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 また、各地域別の主要なリスクと適応策についても、下記に紹介する。アフリカにおいては、

「水資源管理」・「農業」・「保健衛生」における主要リスクと適応策が紹介されている。（図表 20） 

 

図表・20 アフリカにおける主要リスクと適応策 

 主要なリスク 適応の課題と展望 

水資源

管理 

水資源に対する複合的ストレス 水資

源は現在の過剰利用と水質悪化、そし

て将来のより大きな需要からくる重大

な制約に直面。アフリカの干ばつが発

生しやすい地域では、干ばつストレス

の悪化（確信度が高い） 

・水資源に対する非気候ストレス要因の低減 

・需要管理、地下水評価、総合的上下水管理

計画と統合土地 

・水ガバナンスのための制度能力の強化  

・持続可能な都市開発 

農業 

地域、国家、家庭の生計と食料安全保

障に対する強い悪影響を伴う暑熱や干

ばつのストレスに関連する農作物生産

性の低下、病虫害の増加、及び食料シ

ステムインフラへの洪水の影響（確信

度が高い） 

・技術的な適応による対応（例：ストレスに

強い農作物種、灌漑、観測システムの強化） 

・小規模自作農の信用貸しや他の重要な生産

資源への利用可能性向上：生計の多様化 

・地域、国家、及び地方レベルで早期警報シ

ステムを含む農業を支援する制度やジェンダ

ーの視点にたった政策支援の強化 

・農業の適応による対応（例：アグロフォレ

ストリー、保全型農業） 

保健衛

生 

気温と降水量の平均と変動性の変化

（特にその分布の端にある場合）に起

因する生物媒介感染症や水媒介感染症

の発生率や地理的範囲の変化（確信度

が中程度） 

・開発目標の達成、特に安全な水への利用可

能性向上、衛生向上、及び健康追跡調査など

の公衆衛生機能の強化 

・脆弱地域のマッピング、早期警報システム 

・分野間の調整 

・持続可能な都市開発 

出所：環境省「IPCC 第 5 次評価報告書の概要-第 2 作業部会（影響、適応、及び脆弱性）-」を

元に NRI 作成 

 

また、アジアにおいては、「防災」・「保健衛生」・「水資源管理」・「農業」における主要リスク

と適応策が紹介されている。（図表 21） 

図表・21 アジアにおける主要リスクと適応策 

 主要なリスク 適応の課題と展望 

防災 

アジアにおけるインフラや居

住に対し広範な被害をもたら

す河川沿い・沿岸域・都市部

での氾濫の増加（確信度が中

程度） 

・施設による対策とそれ以外による対策、効果的

な土地利用計画、選択的移住を通した曝露の軽減  

・ライフラインに関するインフラとサービス（例：

水、エネルギー、廃棄物管理、食料、バイオマス、

モビリティ、地域の生態系、通信）における脆弱

性の低減 

・モニタリング及び早期警報システムの構築：曝

露された地域を特定し、 脆弱な地域や世帯を支援

し、生計を多様化させる対策 

・経済の多様化 

保健衛生 
暑熱に関連する死亡リスクの

増大（確信度が高い） 

・暑熱に関する健康警報システム 

・ヒートアイランド現象を軽減するための都市計

画立案：建築環境の改善：持続可能な都市の開発 

・屋外作業員の熱ストレスを回避する新たな働き

方の実践 
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水資源管理 

農業 

栄養失調の原因となる干ばつ

による水・食料不足の増大（確

信度が高い） 

・早期警報システム及び地域対応戦略などの災害

への備え 

・適応的/統合的水資源管理 

・水に関するインフラや調整池の開発 

・水の再利用を含む水源の多様化 

・より効率的な水利用（例：改良された農業慣行、

灌漑管理、及びレジリエントな農業） 

出所：環境省「IPCC 第 5 次評価報告書の概要-第 2 作業部会（影響、適応、及び脆弱性）-」を

元に NRI 作成 

 

島嶼においては、「食料生産・生計」・「防災」における主要リスクと適応策が紹介されている。

（図表 22） 

 

図表・22 島嶼における主要リスクと適応策 

 主要なリスク 適応の課題と展望 

食料生産・生

計 

生計、沿岸居住、インフラ、

生態系サービス、及び経済安

定の損失（確信度が高い） 

・島々にはかなりの潜在的な適応性があるが、外

部からの追加的な資源と技術が対応を強化するだ

ろう 

・生態系の機能やサービス、水・食料安全保障の

維持と強化 

・伝統的な地域社会の対処戦略の有効性は将来的

に大幅に減少すると予想される 

防災 

21世紀における世界の平均海

面水位上昇と高水位現象との

相互作用は、低平な沿岸地域

を脅かすだろう（確信度が高

い） 

・陸地の大きさに比べて沿岸域の面積割合が大き

い場合、島嶼にとって適応は財政面、資源面で重

大な課題となるだろう  

・適応の選択肢としては、沿岸の地形と生態系の

維持と修復、土壌・淡水資源管理の改善、及び適

切な建築基準法と居住パターンがある 

出所：環境省「IPCC 第 5 次評価報告書の概要-第 2 作業部会（影響、適応、及び脆弱性）-」を

元に NRI 作成 

 

第 5 次評価報告書においては、世界の推定適応コストとして、様々な主体によって推計された

世界の適応コストが紹介されている。その中でも、2010 年に世界銀行によって推計された将来推

計として、今後 2050 年までに必要な適応コストが年間 700 億～1000 億に達することが紹介され

ており、こうした資金を確保していくことの重要性が示されている。（図表 23） 
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図表・23 世界の推定適応コスト 

研究 
結果 

（10 億米ドル/年） 
時間枠 部門 

世界銀行（2006） 9-41 現在 詳細不明 

Stern, 2007 4-37 現在 詳細不明 

Oxfam, 2007 >50 現在 詳細不明 

UNDP, 2007 86-109 2015 詳細不明 

UNFCCC, 2007 28-67 2030 

農林水産業、水供給、

健康、沿岸域、 

インフラ 

世界銀行（2010） 70-100 2050 

農林水産業、水供給、

健康、沿岸域 

インフラ、極端現象 

出所：環境省「IPCC 第 5 次評価報告書の概要-第 2 作業部会（影響、適応、及び脆弱性）-」 

 

このように、第 5 次評価報告書では、地域別の適応策や適応策に必要な資金に関する言及があ

り、今後各国によって進められる NAPA の策定や、適応策の検討・推進に検討の根拠として活用

し得る内容となっていると考えられる。 

 

②国際気候変動枠組み条約第 20回締結国会議（COP20）の開催 

国際気候変動枠組み条約第 20 回締結国会議（COP20）の開催においては、2020 年以降の枠組

みに向けて各国が提出する約束草案に記載すべき内容として、先進国が地球温暖化の緩和策を中

心とすべきとしたのに対し、途上国は緩和だけではなく温暖化への適応策、資金協力も盛り込む

ように主張したが、最終的には緩和を中心とした約束草案を全ての国が出すことでまとまった。

他方で、適応計画の取組を提出すること又は約束草案に適応の要素を含めるよう検討することも

あわせて決定されるとともに、適応委員会についても締結国に対し気候変動への適応に関する多

様な経験や知識を備えた専門家を適応委員会に推薦するよう奨励する等、気候変動対策としては

緩和が中心であるものの、適応に関して各国の取り組みを促すこととなった。 

先述した通り、現状においては、適応計画策定済み国は限られている。しかし、COP において

適応計画の重要性が示されることで、今後より多くの国が適応計画の策定に取り組むと考えられ、

その結果として各国における適応に対する理解が深まり、気候変動対策における適応策の優先度

も高まっていくと予想される。2015 年 12 月にパリで開催予定である COP21 までに、各国が約

束草案に適応の要素をどの程度含めることとなるのか、また適応計画を提出する国々がどの程度

増加するのかが注目される。 

 

③国連環境計画（UNEP）「適応ギャップ報告書」（UNEP Adaptation Gap Report）の発表 

国連環境計画（UNEP）「適応ギャップ報告書」（UNEP Adaptation Gap Report）の発表にお

いては、適応における資金面・技術面・知識面の 3 つの側面から生じているギャップが示された。

特に、本報告書によって示された資金面のギャップについては、世界的に高い注目を受けること

となった。 

「適応ギャップ報告書」においては、世界各国が気候変動の深刻な影響を食い止める為に、地

球の平均気温の上昇を「（産業革命前に比べて）2 度未満」に抑えることができた場合に、適応に

かかるコストが 2050年までに年間 2500億～5000億ドルに達する恐れがあることが示唆された。
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この推計は、IPCC が 11 月に公表した 2050 年までに年間 700 億～1000 億ドルが必要となるとい

った予測などを少なくとも２～３倍上回る値であり、脆弱な途上国を中心に被害が深刻化するこ

とが改めて提示された。この推計は、「2 度未満」という目標を達成できた場合であり、現状は各

国による温室効果ガスの排出削減目標を全て積み上げても「2 度未満」という目標を到達するレ

ベルには達しておらず、現状のまま対策を怠れば必要な金額は 2 倍に膨れ上がるとする UNEP の

研究者も存在する。 

さらに、同報告書では、先進国による途上国の適応を支援する資金についても指摘し、2012～

13 年における適応に関する資金総額が 230 億～260 億ドルであったとし、新規もしくは追加的な

資金の必要性を訴えている。 

UNEP では、こうした世界的な適応に関して生じているギャップに加えて、特に脆弱性が高い

アフリカにおけるギャップとして、「アフリカにおける適応ギャップ技術報告書」(Africa’s 

Adaptation Gap Technical Report)もあわせて発表している。本報告書においては、アフリカ地

域における適応にかかるコストは 2050 年までに年間 350 億ドルに達し、2070 年までには年間

2000 億ドルに達するとされている。また、地球の平均気温の上昇を「2 度未満」に抑えることが

できず、2100 年までに 3.5～4 度の上昇に達した場合は、アフリカ地域だけでも適応にかかるコ

ストは 2050 年までに年間 500 億ドル、2070 年までに 3500 億ドルに達すると予測されている。

（図表 24） 

 

図表・24 アフリカにおける推定適応コスト 

 

出所：UNEP” Africa’s Adaptation Gap Technical Report” 

 

④世界適応ネットワーク(GAN)第 1回フォーラムの開催 

2014 年度においては、世界における気候変動への適応に関する知見共有を目的とした、国連環

境計画（UNEP）提唱のネットワーク「世界適応ネットワーク（GAN）」の第 1 回フォーラムが

開催された。本フォーラムは、日本の提案により実現したもので、GAN 傘下の各地域ネットワー
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クからの参加により、地域を越えた知見共有を行うことを目的としたものである。同時に世界的

に実効性のある意義のある活動を推進するため、国連気候変動枠組み条約（UNFCCC）の適応委

員会（AC）との連携を強化すべく、AC の第２回適応フォーラムとの同時開催が実現した。 

本フォーラムにおいて、GAN が地域を越えた知見共有をし、国際的な他の取り組みやネットワ

ークとの有機的に連携していくための議論が行われ、本フォーラムの主な成果として、今後の連

携が期待される主な組織・活動について、主に以下の 4 点に関する議論が行われた。（図表 25） 

 

図表・25  フォーラムにおける今後の連携が期待される主な組織・活動に関する議論 

1 

ナイロビ作業計画の活動の一部として、平成 26 年 12 月のリマでの COP20 にて COP 議長の

承認を得た UNFCCC と UNEP・GAN との共同プロジェクト「リマ適応知見イニシアティ

ブ」のアンデス地域でのパイロットプロジェクトの紹介が行われ、国際レベルの知見を実践

につなげる活動として、今後他地域への展開および、さらなる GAN との連携強化を確認し

た。 

2 

GAN を構成する地域ネットワークに北米と欧州が含まれていないことから、真のグローバル

ネットワークとなるために、北米および欧州の既存の取り組みとの連携に関する議論が行わ

れた。また、地域ネットワークのほかに沿岸域や生態系といった地域横断的なテーマ別活動

を検討すべきとの議論が出た。 

3 

UNEP が COP20 で発表した「グローバル適応ギャップレポート」に基づき、適応のギャッ

プとは何か、ギャップを克服するための方策は何か、GAN の参加者・参加機関がどのように

こうしたギャップを埋めることができるか等の議論が行われた。 

4 

日本を含む各国の適応計画策定に関する成功事例や障害等が議論されたほか、適応技術や脆

弱性評価の重要性が再度確認され、途上国への技術開発や技術移転を目的とする気候技術セ

ンター・ネットワーク（CTCN）や UNEP/WMP/UNESCO による気候変動に対する脆弱性、

影響、適応に関する研究プログラム（PROVIA）との連携の重要性が議論された。 

出所：環境省「「第１回世界適応ネットワーク（GAN）フォーラム」の開催結果について（お

知らせ）」 

 

なお、GAN を構成する地域ネットワークとしては、アジア太平洋地域「アジア太平洋適応ネッ

トワーク（APAN）」、中南米･カリブ地域「技術移転と気候変動行動ゲートウェイ(REGATTA)」、

アフリカ地域「アフリカ適応知見ネットワーク(AAKNet)」、西アジア地域「西アジア地域気候変

動ネットワーク(WARN-CC)」があげられる。 

 

⑤UNFCCC適応委員会第 2回適応フォーラムの開催 

2013 年 12 月に COP19 のサイドイベントとして開催された UNFCCC 適応委員会第 1 回適応

フォーラム「Adapting to a Changing Climate」に続き、2014 年においては UNFCCC 適応委員

会第 2 回適応フォーラム「Institutional arrangements to build partnerships and strengthen 

regional networks」が開催された。本フォーラムは、パートナーシップの構築と、地域的な適応

ネットワークの強化を主題と開催されたものである。本フォーラムにおいては、適応における地

域連携を促進させるための「制度的枠組み」（Institutional arrangements）をキーワードとした

議論が行われた。（図表 26） 
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図表・26  適応委員会第 2 回適応フォーラムのアジェンダ 

Agenda Speakers 

Welcome and opening remarks Moderator: Ms Imelda V. Abano 

Introduction and background to the UNFCCC 

Adaptation Committee 

Mr Juan Hoffmaister, Adaptation 

Committee Co-chair 

Institutional arrangements for national 

adaptation planning and implementation – 2014 

AC Thematic Report 

Ms Renske Peters, Adaptation 

Committee member 

Regional experiences: Interventions on 

institutional arrangements 
― 

Discussion: Building on regional experiences and 

institutional arrangements 
― 

Next steps and closing remarks 

Moderator, Ms Imelda V. Abano; Mr 

Juan Hoffmaister, Adaptation 

Committee Co-chair 

出所：UNFCCC ウェブサイト 

 

本フォーラムにおいて紹介された適応委員会による 2014 年度報告書「Institutional 

arrangements for national adaptation planning and implementation」においては、国家レベル

の適応策と地域レベルでの適応策を支える制度的枠組みの事例を紹介しており、その上で適応委

員会として適応に関する制度的枠組みとしては以下の 4 点の改善が推奨されると提示されている。

（図表 27） 

 

図表・27  適応委員会により推奨された制度的枠組みの改善点 

1 関連の機関・組織横断による適応対策の統合が重視される必要がある 

2 
制度的枠組は全ての政策レベルにおいて利害関係者の巻き込みについて責任と役割を明確

にするものであるべきである 

3 
制度的枠組みは適応プロセスの全ての段階において情報交換・共有を支援・促進する環境を

提供するものであるべきである 

4 
適応対策の計画策定と実行に対するより一層効果的で首尾一貫した支援を可能とするため

に、制度的枠組みによって投資対象の重点化や基盤環境整備が確立される必要がある 

出所：UNFCCC” Institutional arrangements for national adaptation planning and 

implementation”を元に NRI 作成 

 

⑤第 3回国連防災世界会議の開催 

第 3 回国連防災世界会議の開催には、186 カ国の代表が参加し、各国が取り組むべき新たな防

災や減災対策の指針について議論が行われた。また、新たな指針として「仙台防災枠組」が採択

され、災害のリスクを理解すること、政府や地方自治体の災害への対応能力を強めること、事前

の防災対策を強化すること、そして復興に向けては災害に強いまちや社会を目指す「よりよい復

興」を進めることの４点が優先行動として設定された。また、具体的な指標として、①犠牲者の

割合、②被災者の数、③経済的な被害額、④医療教育施設の被害、⑤防災計画を導入した国の数、

⑥防災面での発展途上国への支援、⑦警報などの情報を受け取る国民の数の、７つの項目が 2030
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年までに達成すべき目標として設定された。これらの指標に関しては、数値目標を盛り込むこと

は見送られたものの、犠牲者の割合と被災者数については、2030 年までの 10 年間の平均をこれ

までの 10 年よりも減らすことが目標として設定された。 

このように、現状においては、気候変動という課題に対して、現時点においては各国政府の政

策は緩和策を中心に動いているものの、適応に対する国際的なイベントも多く行われ、関係者間

での連携体制が整備されるようになってきている。こうしたことから、適応対策の必要性に関す

る認知は急速に広がってきており、現状の課題やその対応策の検討が進む中で、徐々にではある

ものの、適応に対する実行体制も整いつつあると言える。 

 

（２）日本政府の動向 

こうした世界動向の中で、日本政府は適応分野における積極的な取り組みを行っている。特に、

本年度においては、9 月の国連気候サミットにおいて安倍首相によって適応イニシアチブの立ち

上げが表明された。適応イニシアチブは、「適応計画策定支援（戦略・計画等の策定）」・「適応対

策実施支援」・「小島嶼国特有の脆弱性に対応する支援」・「防災支援」・「日本の技術の適応分野へ

の活用」、「人材育成」の 6 つの要素によって構成されるイニシアチブとなっている。（図表 28） 

 

図表・28  日本の適応イニシアチブを構成する 6 つの要素 

 

 

12 月に開催された国際気候変動枠組み条約第 20 回締結国会議（COP20）においては、適応イ

ニシアチブの事例集が発表され、日本政府としての適応に関する姿勢が具体例を用いて示された。

適応イニシアチブの事例集においては、次頁のような事例が掲載されている。（図表 29） 

 

  

適応計画策定支援

適応対策実施支援

小島嶼国特有の脆弱性に
対応する支援

防災支援

日本の技術の適応分野へ
の活用

人材育成
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図表・29  日本の適応イニシアチブ事例集の概要 

項目 事例 

適応計画策定支援 

事例①：気候変動対策能力強化プロジェクト（インドネシア） 

事例②：食料の安定生産に資する適応政策立案の支援（東南ア

ジア） 

事例③：途上国への適応計画策定支援＜今後の取組＞ 

適応対策実施支援 

事例①：飲料水用ロープポンプの普及による地方給水衛生・生

活改善プロジェクト（エチオピア） 

事例②：地下帯水層への塩水侵入対策・地下水管理能力強化プ

ロジェクト（キューバ） 

事例③：気候変動への適応のための乾燥地耐性育種プロジェク

ト（ケニア） 

小島嶼国特有

の脆弱性に対

応する支援 

カリコム諸国 

事例①：気候変動に対応するための日・カリブ・パートナーシ

ップ計画（ＵＮＤＰ連携） 

事例②：防災能力強化のための技術協力 

大洋州地域 
事例①：大洋州 島嶼における水資源管理・水道事業運営 

事例②：大洋州気象人材育成能力強化プロジェクト（フィジー） 

防災支援 

事例①：災害復旧スタンド・バイ借款（フィリピン、ペルー） 

事例②：台風ヨランダ災害緊急復旧復興支援プロジェクト（フ

ィリピン） 

事例③：災害に強い社会づくりプロジェクト（フェーズ２）（ベ

トナム） 

日本の技術の適応分野への活用 

事例①：気象変動予測データの提供 

事例②：地球観測技術の活用 

事例③：気候変動に適応した水稲栽培システムの開発 

事例④：防災協働対話 

人材育成 

事例①：適応に関する能力向上のための研修 

事例②：南南協力を活用した気候変動下での食料安全保障地図

活用・普及支援事業（AMICAF） 

事例③：洪水に関する気候変化の適応対策検討ガイドライン 

出所：日本国政府「日本の適応イニシアチブ事例集」 

 

このように、日本は世界に先駆けて適応に関する具体的な取り組みのアピールを開始しており、

本事業で推進した適応 F/S の成果に関しても、こうした流れに沿ってアピールを強化することが

必要だと考えられる。 
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第３章 我が国の取組の国際・国内発信 

本事業においては、民間企業による適応対策事業の重要性と、経済産業省が行う適応対策に関

する支援制度の成果を日本国内、そして世界に向けて発信をするため、国際的な情報発信として、

「国際ビジネス研究学会 第 21 回全国大会」において適応 F/S の事例発表を行うとともに、日本

国内において経済産業省主催シンポジウム「アジア・アフリカ・島嶼国における気候変動適応に

係る我が国技術の貢献」～途上国からのニーズへの対応とグローバル経営の進化～を開催した。 

 

３－１．国際ビジネス研究学会 第 21回 

2014 年 11 月 2 日、3 日に北海道で開催された「国際ビジネス研究学会 第 21 回全国大会」に

おいて、本事業の取り組み事例の紹介を行った。「国際ビジネス研究学会 第 21 回全国大会」に

おいては、国際交流として韓国国際ビジネス学会から President of Korean Academy of 

International Business である Paul Y.J. Kim を始めとする派遣者を招き、国際的な情報発信を

行った。 

本事業の紹介は 11 月 2 日の「Ⅲ 研究報告」において、本事業における適応 F/S の対象となっ

ている会宝産業・フロムファーイーストの事例を紹介した。 

 

３－２．経済産業省主催「アジア・アフリカ・島嶼国における気候変動適応に係る我が国技

術の貢献」～途上国からのニーズへの対応とグローバル経営の進化～ 

2015 年 3 月に、経済産業省主催アジア・アフリカ・島嶼国における気候変動適応に係る我が国

技術の貢献」～途上国からのニーズへの対応とグローバル経営の進化～を開催した。本シンポジ

ウムにおいては、適応分野における先進的な日本企業として損保ジャパン日本興亜と日本電気の

取り組みを紹介いただくとともに、経済産業省による適応事業の F/S 支援の状況を共有すること

により、適応に係る日本企業の役割と新興国、途上国における新たなビジネスの可能性を明らか

にした。（図表 30） 
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図表・30  「アフリカ市場開拓手法としての気候変動適応対策ビジネス」の実施内容 

開会挨拶 経済産業省地球環境連携室 課長補佐    長田 稔秋 

プレゼンテーション① 

「2014年度における日本企業

の適応採択事業 F/S支援の概

要と気候変動適応対策ビジネ

スにおける今後の広がり」 

野村総合研究所 主任コンサルタント     平本 督太郎 

プレゼンテーション② 

「先進的日本企業の取り組み

と適応に対する考え方」 

損保ジャパン日本興亜ＣＳＲ部上席顧問    関 正雄 

日本電気株式会社 品質推進本部長代理 兼 環境推進部長 

                       堀ノ内 力 
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第４章 成果の取り纏め 

 

４－１．これまでの成果の継続的な情報発信 

適応 F/S の実施は、2012 年度より開始し、本年度で 3 年目の実施となる。これまでの取り組み

の成果として、日本において適応ビジネスがどの程度認知されたかを分析する。 

適応ビジネスに関しては、適応 F/S が開始された 2012 年度以降、成果に関する国内外での情

報発信を継続的に実施してきた。本年度においては、日経産業新聞 2014 年 12 月 8 日「アフリカ

の気候変動適応策」（新興国ＡＢＣ）等の新聞記事を始めとするメディアを通じた能動的な情報発

信により、適応ビジネスに対する認知度の向上を行った。こうした継続的な情報発信の成果もあ

り、適応 F/S を開始した 2012 年度より適応ビジネスに関する認知度は向上してきている。 

まず、日経テレコンで検索可能な新聞記事1を対象に「適応」、「気候変動」という二つの用語

を AND 検索すると、2013 年度に記事の件数が急増し、今年度も引き続き増加していることが分

かる。日本政府が 2013 年 1 月から 2014 年 6 月において途上国の気候変動への適応に係る取組へ

約 23 億ドルの資金支援を実施したことや、2013 年 3 月に文部科学省・気象庁・環境省が気候変

動の観測・予測および影響評価統合レポート「日本の気候変動とその影響（2012 年度版）」を発

表したこと等、日本政府による適応に関する政策が動き出したことが、2013 年における記事の増

加に影響したと考えられる。 

こうした日本国内・海外含めた適応全体に対する関心が高まる中で、途上国における適応ビジ

ネスに関する関心も徐々にではあるが高まってきている。日経テレコンで「気候変動」、「適応」、

「ビジネス」、「途上国」の四つの用語を AND 検索することにより適応ビジネスの新聞記事件

数の推移を分析すると、2011 年度以降継続的に年間の記事件数が増加していることが分かる。ま

た、適応関連記事における適応ビジネスの記事件数の割合に関しても徐々にではあるが割合が増

加していることが分かる。（図表 31） 

このように、適応ビジネスに関する認知度は高まりつつあるが、「第２章 政策課題の抽出・

検討等」において記載した通り、認知度は十分ではなく、更なる認知度向上に向けた広報戦略が

必要となっている。 

 

                                                        
1 2014 年 1 月 24 日時点で、日経テレコンで検索可能な新聞 148 紙（日経各紙 12 紙、全国紙 6 紙、一般紙 45 紙、

専門紙 80 紙、スポーツ紙 5 紙） 
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図表・31  「適応ビジネス」に関する新聞記事件数の推移 

 

出所：日経テレコン記事検索より野村総合研究所作成 

 

４－２．今後検討すべき適応施策のあり方 

適応 F/S の成果として、事業化の実現・対象国における適応対策効果の発現をした企業に注目

する。実際に、適応 F/S を実施した企業の中でも、本年度適応 F/S に参加したユーグレナ等、事

業化目前まで至るとともに、既に対象国における適応対策効果の発現に至った企業が存在する。 

他方で、事業規模や適応対策効果の影響規模は現状では少なく、また日本政府・日本企業の貢

献として現地政府にアピールできている状況ではない。そのため、「第２章 政策課題の抽出・

検討等」に記載した課題以外に、（１）成功事例による適応対策効果に関するスケールアップの

促進、（２）現地政府に対する日本政府・日本企業の貢献の強調、（３）成功事例の継続的な創出

を実現させる仕組みづくりの 3 つの課題に今後対応していく必要があると考えられる。 

 

（１）成功事例による適応対策効果に関するスケールアップの促進 

適応 F/S によって実際に途上国で発現した適応対策効果は、現時点では裨益者が数十人規模に

留まっている。他方で、気候変動による被害を受けている人の一国当たりの人数は気候変動の種

類によって振れ幅はあるものの、数千～数百万人に至っている。そのため、少なくとも１事業あ

たりの裨益者を数百～数千人規模にスケールアップしていくことが今後求められる。そのために

は、現地政府の協力を得るとともに、既に適応ビジネスを通じて適応対策効果を発現している我

が国企業に対して、適応対策効果に関するスケールアップのための支援を実施することが必要に

なると考えられる。 

 

（２）現地政府に対する日本政府・日本企業の貢献の強調 

日本政府としては、適応イニシアチブにおいて、他国の適応計画策定支援を重点戦略の一つと

して位置付けている。途上国においては、既に NAPA を策定している国もあるが、他方で NAPA

に記載された各国の重点分野においても活動・検討が十分に進んでいる分野は限られている。そ

のため、適応 F/S によって成功事例を増加させていくことはこうした戦略の一環として捉えられ

るだけではなく、現地政府による具体的なプロジェクト組成のきっかけを生み出すものである。

また、適応対策の実施を通じて気候変動の実態を明らかにすることにより、適応計画の更なる詳

細化・具体化を進めることにつながると考えられる。現状においては、こうした日本政府・日本
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企業による貢献は現地政府に対して十分にアピールされていない状況であり、そうした状況にお

いては、「（１）成功事例による適応対策効果に関するスケールアップの促進」において必要な要

件となる現地政府の協力も十分に得られない可能性がある。そのため、今後適応 F/S を経て実際

に適応対策効果の発現に至った成功事例においては、その成果を現地政府に積極的にアピールす

る場を設けて行くことが必要だと考えられる。特に、適応 F/S において適応対策効果に関するス

ケールアップのための支援を実施していく際には、F/S 内での現地政府との連携イニシアチブの

立ち上げにむけた交渉、現地における継続的な活動体制の構築、現地における既存関連活動との

連携を必須の調査項目とすることが必要である。それを通じて我が国企業が適応ビジネスを通じ

て蓄積した経験・情報の体系化・現地への共有を行うことにより、現地政府が適応 F/S の成果を

認識するだけではなく、現地政府自ら適応対策に関する自国の成功事例として、その成果を世界

に発信していく状況を作り出すことができると考えられる。 

 

（３）成功事例の継続的な創出を実現させる仕組みづくり 

先述した通り、適応 F/S を実施した企業の中でも、本年度適応 F/S に参加したユーグレナ等、

事業化目前まで至るとともに、既に対象国における適応対策効果の発現に至った企業が存在する。

他方で、こうした成功事例の数は現時点では限られており、第二、第三の成功事例が継続的に創

出されることが必要である。そのためには、①適応ビジネスに興味を持つ企業、②適応ビジネス

の可能性を模索する企業、③適応ビジネスの実現可能性を検証する企業のそれぞれを増加させて

いくことが必要である。そのためには、支援の手段としても、段階的に支援を行うことを可能と

する支援のあり方を模索する必要があると考えられる。 

 


